
川崎市上下水道局規程第２０号 

 川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の一

部を改正する規程を次のように定める。 

  令和７年３月３１日 

          川崎市上下水道事業管理者 大 澤 太 郎 

 

川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程

の一部を改正する規程 

川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程（昭

和３８年川崎市水道局規程第１７号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１

００分の７１．２５」を「１００分の７０」に改める。 

第４条第１項中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」に、「１

００分の５１．２５」を「１００分の５０」に改める。 

第４条の４第１項第１号中「１００分の１２１」を「１００分の１１８．５

」に、「１００分の２１５」を「１００分の２１０」に改め、同項第２号中「

１００分の１１３．５」を「１００分の１１１」に、「１００分の１２１」を

「１００分の１１８．５」に改め、同項第３号中「１００分の１０６」を「１

００分の１０３．５」に改め、同項第４号中「１００分の１００」を「１００

分の９７．５」に改める。 

第４条の５第１項第１号中「１００分の５３．７５」を「１００分の５２．

５」に改め、同項第２号中「１００分の５１．２５」を「１００分の５０」に

改め、同項第３号中「１００分の４８．７５」を「１００分の４７．５」に改

める。 

第５条第４項中「第１２号」を「第１３号」に改め、同項第１２号を同項第



１３号とし、同号中「前４号」を「前５号」に改め、同項第１１号を同項第１

２号とし、同項第１０号の次に次の１号を加える。 

（11）勤務時間規程第１９条の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務

しなかった期間が３０日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 

第７条中「同項第１１号に規定する」の次に「子育て部分休暇の承認を受け

て勤務しなかった期間、同項第１２号に規定する」を加え、「、第９号、第１

０号及び第１１号」を「及び第９号から第１２号まで」に改める。 

第１０条第２項第３号中「条例第１２条」の次に「、勤務時間規程第１７条

の３第５項及び第１９条第６項」を加え、同項第８号中「条例第１４条の２」

を「条例第１４条の４」に改める。 

第１４条第３号及び第４号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

第１５条第１項第１号及び第３項第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１４条第３号及

び第４号並びに第１５条第１項第１号及び第３項第１号の改正規定は、令和

７年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１４条第３号及び第４号並びに第１５条第１項第１号及び第３項第１号

の改正規定の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められてい

る罪につき起訴をされた者は、改正後の川崎市上下水道局企業職員の期末手

当及び勤勉手当の支給に関する規程第１５条第１項（第１号に係る部分に限

る。）及び第３項（第１号に係る部分に限る。）の規定の適用については、

拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

 


